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※ 令和６年度 改正事項を青字で表記し、令和６年７月１９日より施行する。 

 

 

 
 

 

昭和５１年（１９７６年） ４月 １日 施    行 

令和 ５年（２０２３年）１２月 ２日 第２１次改正 

令和 ６年（２０２４年） ２月２３日 第２２次改正 

令和 ６年（２０２４年） ７月１９日 第２３次改正 

 

 

  



 

第１章 名称及び所在地 

   第１条 「国立第六小学校ＰＴＡ」とし、国立市谷保６６００番地 国立第六小学校校内とする。 

 

第２章 目的及び活動 

   第２条 学校と家庭と地域社会とが一体になって互いに協力し、子どもたちの心身の成長と発達をはかるこ

とを目的とします。 

   第３条 この会は前条の目的を遂げるために、次の活動をします。 

     （１） 子どもたちの教育について、保護者と教職員が話し合い、協力していきます。 

     （２） 民主的な学校教育に対する正しい理解を深めることにつとめます。 

     （３） 子どもの教育環境（学校・家庭・社会）を良くし、その条件を整えるために活動します。 

     （４） クラス保護者会を大切に考え、一人一人が積極的に参加することで、その充実につとめます。 

     （５） よい保護者、よい教職員になるよう互いに努力し、高め合います。 

     （６） 会員は互いによく理解しあうために、親睦をはかります。 

 

第３章 方 針 

   第４条 活動の基盤を学年の保護者会におき、各クラス、学年間の交流、調整を図りながら活動をすすめま

す。 

 

第４章 会 員 

   第５条 会員は、本校児童の保護者、または、これに代わる人及び教職員とします。 

 

第５章 会 計 

   第６条 本会の経費は、会費でまかなわれます。 

   第７条 会計年度は、定期総会から翌年定期総会前日までとします。 

   第８条 会計に使用する通帳名義は「国立第六小学校ＰＴＡ」 

       住所は、国立市谷保６６００番地 国立第六小学校内とします。 

   第９条 会費は、定期総会で決定します。 

   第１０条 会費は、一世帯につき年会費を納めます。 

      （１） 転入生については、１学期は全額、２学期は半額を徴収、３学期は徴収しないものとします。 

      （２） 転出生については、５月末日までに転出する場合には、徴収しないものとします。 

      （３） 学校長が承認した在籍のみの児童（フリースクール等）については、徴収しないことができる

ものとします。 

   第１１条 一旦徴収した会費は、返還しないものとします。 

 

第６章 委 員 

   第１２条 各学年の保護者より、４名を標準として委員を選び、執行部および各専門委員を互選により選出

します。 

   第１３条 教職員より、委員がでます。 

   第１４条 委員の任期は、定期総会から翌年定期総会までとします。但し、再任は妨げません。 

   第１５条 会計監査は、定期総会で一般会員から２名選出します。 

   第１６条 欠員が生じた場合、会長・副会長は委員の中から選出し、委員の欠員は会員の中から学年におい

て責任を持って補充し、委員会で承認します。 

 



第７章 総 会 

   第１７条 総会は、会長の召集により行い、全会員で構成される最高決議機関です。 

   第１８条 定期総会は、年度の初めに行います。召集または書面による決議とし、いずれも効力は同等とし

ます。 

   第１９条 定期総会の内容については、次の事項を審議決定します。 

      （１） １年間の活動報告 

      （２） 会計および会計監査報告 

      （３） 新委員の承認 

      （４） 会計監査委員選出 

      （５） 年間活動方針案 

      （６） 予算案 

      （７） 年会費 

      （８） その他 

   第２０条 総会は、世帯数の３分の１以上の出席で成立します。 

        この場合、委任状を含み、委任状は総会の決定に従います。 

   第２１条 議決は、出席者の過半数の同意を必要とします。書面総会の場合は、議決権の行使を議案に対す

る賛否を記載できる議決行使書により行います。 

   第２２条 臨時総会は、全体委員会が必要と認めた場合、および会員の５分の１以上の要請があれば開かれ

ます。 

 

第８章 全体委員会 

   第２３条 全体委員会は、各学年４名を標準とした委員で構成し、総会に次ぐ議決機関です。 

   第２４条 各専門委員より最低１名以上の出席で会は成立します。但し、やむを得ない場合は、委員の代理

（会員から）を認めます。 

   第２５条 議決する場合は、出席者の過半数の同意をもってします。 

   第２６条 全体委員会には、次の委員会をおきます。 

        執行部 

        給食委員会 

        校外委員会 

        学年代表委員会 

   第２７条 必要に応じて委員会を作ります。 

 

第９章 附 則 

   第２８条 この規約の制定・変更は、全体委員会で決めることができます。ただし、総会の承認を得る必要が

あります。 

   第２９条 この規約は、昭和５１年(１９７６年)４月１日より施行します。【設立日：同年月日】 

       昭和５７年(１９８２年)の第１回改正により、令和５年(２０２３年)改正で２１回目になります。 

【弔費内規】 

   第１条 教職員、保護者および児童で、次の事項に該当する場合は、弔慰の意を表します。 

       教職員、保護者、および児童死亡の場合。 

   第２条 弔費の金額は、年度ごとに定期総会にて決定します。 

   第３条 火災等の被害に遭われた会員に、見舞金をお渡しします。 

   第４条 見舞金の金額は、年度ごとに定期総会で決定します。 


